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《
確
定
申
告
と
町
県
民
税
申
告
》

●
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
24
年
中
の
給
与
収
入
金
額
が
２
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
、
給
与
以
外
の
所

得
が
20
万
円
を
超
え
る
方
、
２
か
所
以
上
か

ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
、
不
動

産
な
ど
の
資
産
を
売
却
し
た
方
は
、
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

●
納
付
確
認
書

　

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

ハ
ガ
キ
に
て
納
付

確
認
書
が
１
月
中

旬
に
送
付
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

《
申
告
の
受
付
・
相
談
》

※
申
告
会
場
は
、
次
頁
を
参
照
く
だ
さ
い
。

●
町
県
民
税
申
告
書

　

前
年
申
告
書
提
出
状
況
等
に
よ
り
申
告
が

必
要
な
方
に
は
、
２
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
方
で
、
申
告
書
が
な
い
場
合

は
、
町
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

提
出
は
、
郵
送
で
も
可
能
で
す
。（
控
え
が
必

要
な
方
は
、
切
手
を
貼
付
し
た
返
信
用
封
筒

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。）

●
確
定
申
告
書

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
税
務
署
や
町
の
申
告
会
場

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

●
確
定
申
告
書
は
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か

　
ら
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す

　

画
面
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
れ

ば
、
税
額
等
が
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。
簡
単

に
作
成
で
き
、
そ
の
申
告
書
を
印
刷
し
て
提

出
で
き
ま
す
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

●
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

　

確
定
申
告
に
関
す
る
相
談
は
平
塚
税
務
署

の
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

　
平
塚
税
務
署
　
☎（
22
）１
４
０
０

▼
期
間　

３
月
15
日（
金
）ま
で

▼
相
談
内
容
　
所
得
税
、
個
人
事
業
者
消
費

税
、
贈
与
税
等

◎
問
い
合
わ
せ

・
確
定
申
告
に
つ
い
て

　

平
塚
税
務
署　

☎（
22
）１
４
０
０

・
町
県
民
税
に
つ
い
て

　

税
務
課　

☎
内
線
２
５
３
・
２
５
４

　
申
告
書
の
内
容
は
、
国
民
健
康
保
険

税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護

保
険
料
の
算
定
資
料
に
も
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
申
告
が
な
い
場
合
は
、
所
得

証
明
書
等
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
は
お
早
め
に
！

申
告
期
間
は　

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）

あなたはどの申告が必要？

給与所得

平成24年中に勤務先を退職した

給与以外に収入があった

再就職して前職分を
含め、年末調整をした

源泉徴収されている金額がある

勤務先で年末調整して、勤務先から町へ
給与支払報告書が提出されている

源泉徴収されていて、医療費控
除等を受ける

（所得金額の合計）－（各種控除の合計額）
で残額がある

雑（年金）所得（※1）
（収入が給与と年金の方も含む）

不動産所得、
事業所得など

はい

はい

いいえ

いいえ はい

いいえ

いいえ

いいえ
（※２）

はい

いいえ
（※３）

いいえ はい

はい

はい

申告不要 確定申告が必要

  町県民税の申告が必要
（※２）還付確定申告を受けられる場合あり
（※３）確定申告が必要になる場合あり

（※１）公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の場合は
　　　　確定申告書を提出する必要はありません。
【注意1】医療費控除等の申告により、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
【注意2】公的年金以外の所得が20万円以下で所得税の申告が不要な場合、町県民税の申告は必要です。
【注意3】公的年金等の源泉徴収票に記載されてある控除以外の控除がある場合は町県民税の申告が必要です。

こんな方は申告が必要です！
平成25年１月１日現在大磯町に住んでいた

町内に住む人の税法上の扶養親族になっている

平成24年中に課税対象となる収入があった
（遺族年金、障害年金等は非課税所得）

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえはい

平成25年１月１日現在お住まい
の市区町村で申告してください

申告不要 町県民税の申告が必要

あなたの収入の種類は？


